
令和 5 年 10 月 

大阪協栄信用組合 

 

お客様各位 

 

 

営業時間変更のお知らせ 

（お昼休業導入店舗の追加について） 

 

 

平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、当組合では現在、東大阪支店・六甲支店・加古川支店の３店舗にてお昼の時間帯の

窓口休業を実施させていただいておりますが、令和６年１月９日(火)より新たに下記記載の

４店舗におきましてもお昼の時間帯の窓口休業を実施させていただきます。 

 

記 

 

● 対象店舗 

対象店舗 現在の営業時間 変更後の営業時間 

大阪地区 
住吉支店 

城東支店 (平日) 

9:00～15:00 

(平日) 

9:00～11:30 ／ 12:30～15:00 

窓口休業時間 11:30～12:30 兵庫地区 
西宮支店 

明石支店 

 

詳細につきましては、お取引店舗担当者までお問い合わせください。 

 

以 上 

 

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 


